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○美里町税条例の一部改正（専決処分）
　地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、令和６年度分の個人町民税所得割額
に対し実施する特別税額控除後の徴収方法等の新設や、現行の土地に係る固定資産税の負担調整措置
を継続する改正、また、町民税・固定資産税・特別土地保有税の職権による減免を可能とする改正等を
行うものです。

〇美里町国民健康保険税条例の一部改正（専決処分）
　国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を引き上げることや、低所得者に対
する軽減措置の対象を拡大するため、５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を引き
上げるための改正を行うものです。

〇美里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び美里町包括的支援事業の実施に関する基準を定
める条例の一部改正
　介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、
引用条項にずれが生じたため、改正するものです。
　
〇美里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一
部を改正する内閣府令が施行されたことを踏まえ、保育士の配置基準について改正するものです。

〇件　　名　「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情」　　　採　択
　陳情者　　政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める埼玉の会　代表　井田寿夫
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　　令和６年７月１日より就任するものです。

請願・陳情とは、町政について要望や意見など、町議会に対して請願書や陳情書
を提出できる制度です。町民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができ
ます。議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。


